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・ 昭和 41 年 12 月に明野処理区を創設して、下水道事業に着手。供用開始した昭和 44

年当時の行政人口は 250,147人で汚水処理人口は 4,190人。 

・ 以降、5つの処理区に拡大して現在に至ります。 

・ 雨水事業では、浸水対策として、雨水排水ポンプ場などを整備しています。 

 

経過 出来ごと 

S41 明野処理区を創設し、下水道事業に着手 

S47 西大分処理区と稙田処理区の創設 

S48 
明野処理区を統合して、東部処理区を創設 

西大分処理区を統合して、中央処理区を創設 

S53 大在処理区を創設 

S61 南部処理区を創設 

 

 

 

 

※平成 30年 3月末時点 

① 行政人口 ４７８，２２２人 

② 処理人口（※1）● （普及率 ②/①） ３０１，５２４人 （６３．１％） 

③ 水洗化人口（※2） （水洗化率 ③/②） ２６７，０４９人 （８８．６％） 

（※1） 処理人口とは、下水道を利用できる地域の人口 

（※2） 水洗化人口とは、下水道に接続し利用している人口 

 

 下水道普及率は、全国平均７８．３％（平成２８年度末）を下回っています。 

 現在、「大分市汚水処理施設整備構想」（平成２８年３月策定）のアクションプランで

目標設定した平成３７年度末の普及率７３．３％を目指して整備を進めているところで

す。 

 歴 史 

（汚水）処理人口、普及率など 
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■ （汚水）施設 

平成３０年４月時点で水資源再生センター５箇所 

処理区 施設名 
供用開始

年 
処理方法 

施設能力 

(㎥/日) 

1日最大 

流入水量

(㎥) 

1日平均 

流入水量

(㎥) 備考 

（H29年度値） 

中央 
弁天水資源再生

センター 
S52 

標準活性

汚泥法 
57,468 49,430 38,825 

 

稙田 
宮崎水資源再生

センター 

S48 

H3 

標準活性

汚泥法 
45,120 27,660 24,252 

S48：第 1プラント 

H3：第 2プラント 

東部 
原川水資源再生

センター 

S44 

S60 

酸素活性

汚泥法 
46,964 44,690 33,154 

S44:第 1プラント 

S60：第 2プラント 

大在 
大在水資源再生

センター 
H2 

標準活性

汚泥法 
15,258 14,701 11,056 

 

南部 
松岡水資源再生

センター 
H4 

標準活性

汚泥法 
13,938 7,100 6,357 

 

計 178,748 － 113,644  

 

■ （雨水）施設 

  平成３０年４月時点で１２箇所 

排水先 施設名 供用開始年 排水能力 

大分川 

弁天 雨水排水ポンプ場 S54 7.6㎥/秒 

津留 雨水排水ポンプ場 H11 17.0㎥/秒 

光吉地区 災害対策ポンプ H18 1.0㎥/秒 

元町 雨水排水ポンプ場 H19 19.7㎥/秒 

片島地区 災害対策ポンプ H19、H26 1.0㎥/秒×2 

花園地区 災害対策ポンプ H21 2.0㎥/秒 

大野川 関門 雨水排水ポンプ場 H17 7.6㎥/秒 

立小野川(大野川) 光永地区 災害対策ポンプ S60 1.5㎥/秒 

乙津川 

堂園 雨水排水ポンプ場 H17 9.0㎥/秒 

若宮地区 災害対策ポンプ H18,H26 1.0㎥/秒×2 

皆春 雨水排水ポンプ場 H24 26.1㎥/秒 

萩原都市下水路 萩原地区 災害対策ポンプ H19 1.0㎥/秒 

 

 

施設の概要 

今後は、片島雨水排水ポンプ場（排水能力 17 ㎥/
秒）を H34（2022）の供用開始に向けて整備して
いきます。 
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■ 管きょ施設 

 管渠施設は各地域から流される汚水を水資源再生センターまで運んだり、地域に降

った雨を河川やポンプ場に運ぶもので、下水道管、ポンプ、マンホールなどから構成

されます。 

 市内の下水道管の総延長は約１，８３４ｋｍに達し、そのうち汚水管が１，３２９ｋ

ｍ、雨水管が５０５ｋｍになります。 

 

 

  

■ 地方公営企業 

大分市の公共下水道事業は、地方公営企業法に基づき地方自治体が経営する企業とし

て運営されています。地方公営企業では、事業に必要な経費は経営に伴う収入をもって

充てるという独立採算制を原則に経営を行っています。雨水排除に係るものは公費です

が、汚水処理に係るものは私費（下水道使用料）で賄うこととしています。 

このため、事業の運営に当たっては、本来の目的である公共の福祉を増進するととも

に、常に効率的な事業運営を図り、企業の経済性を発揮することが求められています。 

 

■ 組織・機構（上下水道局全体） 

 ◇ 機 構  １部８課５室（事務所、浄水場） 

 ◇ 職員数  ２１６人（正規職員）       ※平成３０年４月１日現在 

  

 

 

■ 大分市公共下水道事業基本計画 

 公共下水道事業の事業運営の指針として、平成２５年８月に「大分市公共下水道事業

基本計画２０１３」を策定しています。 

 下水道の役割と施策を明らかにして、その基本的取組みを「安全で安心なまちづくり」

「良好な環境の創造」「快適で活力ある暮らしの実現」「継続的なサービスの提供」の観

点からまとめています。 

 

◇ 基本的な役割 (１)公衆衛生の確保と生活環境の改善 

(２)浸水の防除 

(３)公共用水域の水質保全 

◇ 基本的取組 

①浸水対策、②地震対策、③津波対策、④水処理、 

⑤近な水辺づくり、⑥資源・エネルギー循環の形成、 

⑦未普及地域の解消、⑧活力ある地域づくり、⑨改築計画 

 

事業経営 

事業計画 



 

4 

 

◇ 大分市公共下水道事業の計画体系 

 

 

  

大分市総合計画 

大分市公共下水道事業基本計画２０１３ 

施設整備計画・中長期財政計画など具体的計画 


